
議案第１９号 

   鶴ヶ島市都市公園条例の一部を改正する条例について 

 鶴ヶ島市都市公園条例（昭和５４年条例第９号）の一部を改正する条例を別紙のと

おり定める。 

 

  令和５年２月２１日提出 

 

 

鶴ヶ島市長 齊 藤 芳 久     

 

 

      提 案 理 由 

 鶴ヶ島グリーンパークの施設整備に伴い、多目的広場１及び多目的広場２の使用料

を定めたいので、この案を提出するものである。 



   鶴ヶ島市都市公園条例の一部を改正する条例 

 鶴ヶ島市都市公園条例（昭和５４年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１４条関係） 

都市公園名 区分 種類 使用料 

鶴ヶ島市運

動公園 

運動施設等 

メイングラウンド 

１時間当たり 

１,０００円 

サブグラウンド ５００円 

多目的広場Ｂ ５００円 

会議室 １００円 

運動施設等

の附帯設備 

夜間照明設備 １,０００円 

シャワー設備 ５分当たり １００円 

鶴ヶ島グリ

ーンパーク 
運動施設等 

多目的広場１ 
１時間当たり 

７５０円 

多目的広場２ ７５０円 

 備考 都市公園及び市が設置する他の公の施設の設置目的以外の用で運動施設等を

使用する場合の使用料は、この表の使用料の額に４を乗じて得た金額とする。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第３の規定は、令和５年７月１日以後の使用に係る使用料について

適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 


